
 

 

 

2018 年会社条例（改正）による 

実質的支配者の開示のお知らせ（2018 年 3 月 1 日より施行） 

 

アンチ・マネー・ロンダリングや反テロリズムなどの国際的な取り組みの強化に呼応し、香港政

府は、 この度、会社条例（第 622 章）に新たな改正を加え、香港の上場企業を除く、香港で設立

されたすべての法人に対し、その最終受益者に関する情報を入手及び開示することを義務付ける

こととなりました。この改正によって、各法人は登記資料の一部として、「Significant 

Controllers Register（以下、SCR）」（実質的支配者に関する台帳）に、法人の実質的支配者と

見なされる最終受益者の関連情報を入手、記録ならび保管し、関連機関による法的な要請があれ 

ば、随時閲覧できるよう管理することが求められるようになります。  

 

 

施行期日  

2018 年 3 月 1 日から施行され、香港で設立されたすべての法人（香港での上場企業を除く）は、

SCR の記録、維持、保管することが義務付けられることとなります。 

 

施行概要  

当改正の施行概要は 以下の通り： 

 各法人の登記住所、もしくは指定場所でSCR が維持及び管理されている。 

 法人の実質的支配者に対し、適切に通知がなされ、関連の必要情報が入手され、 その身元

が確認されている。 

 実質的支配者の必要事項情報が SCR に記入されている。 

 実質的支配者に関する情報が常にアップデートされたものが維持及び管理されている。 

 法令施行に基づき政府機関の担当官や、SCR に記録されている実質的支配者からの要請が

あれば、随時 SCR を閲覧及びコピーできる状態である。 

 

 

 

 

 



 

 

実質的支配とは  

以下の 5つの条件のいずれかに当てはまる場合、当人物・法人は対象法人に対して実質的な支配

権を有しているとみなされます。（対象法人＝香港法人） 

 対象法人の(a) 株式資本の 25％を超えて直接的に保有している法人または個人、及び最終

的な個人株主（最終受益者）までさかのぼり、(b)当最終個人株主が、直に保有する法人株

式の 50％を超えて保有している場合。あるいは、対象法人が株式を発行していない場合

は、各法人の純資産または利益において、上述のような状況に当てはまる場合。 

 対象法人の(a)株主議決権の 25％を超えて直接的に保有している法人または個人、及び(b)

最終個人株主として、直に保有する法人の議決権の 50％を超えて保有している最終個人株

主。 

 対象法人の取締役会の大多数を任命または解任する権限を、直接的または間接的に有して

いる個人または法人。 

 対象法人に対し、実質的な影響力、あるいは支配する権限を有している、または実際に行

使している個人または法人。 

 信託または、法人格を持たない商会であり、法人に対して上記の 4つの条件のいずれかに

当てはまる信託者やメンバーを有し、自らの事業において、実質的な影響や支配を及ぼす

権限を有している、または実際に行使している個人または法人。 

 

実質的支配者台帳（SCR）の内容 

実質的支配者とみなされるには、以下のいずれかである必要があります： 

 法人に対して実質的な支配権を有しており登録可能な自然人 

 法人に対して実質的な支配権を有している株主で登記可能な合法的組織、つまり法人 

 

さらに、各法人は、法令施行に基づく担当官がSCRの閲覧を要請した場合、それをサポートする

立場の者（以下、任命代表者）を一人任命しなければなりません。任命代表者となるには、以下

の条件のいずれかを満たす必要があります。 

 香港居住の自然人であり、法人の株主、取締役、あるいは従業員のいずれかである。 

 会計専門家（例：香港公認会計士協会に登録されている公認会計士/自ら開業している公認

会計士など）、法律専門家、あるいはライセンス保有者として登録されている信託または

法人サービス提供者 

 



 

 

SCR に記録される実質的支配者 （登録可能な自然人、法人）や任命代表者の必要関連情報は下表

をご参照ください： 

 

 登録可能自然人 登録可能法人 任命代表者 

必要事項  氏名 

 連絡先住所（私書箱等は不可） 

 香港身分証番号、またはパスポ

ート番号及び発行国 

 登録可能者となった日付 

 法人に対する支配の内容（影響

を 及ぼしている具体的な状況を

ご説明ください） 

 法人名 

 法人の法人形式及び管轄法 

 法人が設立された場所におけ

る登記番号又は同等の番号 

 設立地 

 登記または主要事務所住所 

 登録可能となった日付 

 当該法人に対する支配の内容

（影響を 及ぼしている具体的

な状況をご説明ください） 

 氏名 

 役職 

 香港内の連絡先

住所（私書箱等

は不可） 

 電話番号 

 ファクス番号

（もしあれば） 

 

記入期限  必要事項のすべてが確認され

てから 7日以内 

 各事項ごと通知されてから

7日以内 

 任命時 

 

**実質的支配者が存在しない、実質的支配者が確定できない、実質的支配者の各事項が確認でき

ない、会社により調査、確認中などの場合であっても、SCR にその状況・事実を書き記し保管し

ておく必要がございます。** 

 

その他要求事項 

 SCR は、香港内の会社の登記住所もしくは、株主台帳とともに保管しておく必要がありま

す。もし、上記 2つの場所以外の香港のどこか指定の場所で保管する場合は、会社登記所へ、

特定のフォーム（NR2）を以って保管から 15日以内に届け出を行う必要があります。 

 SCR の保管は、紙ベースでも電子ベースでもいずれでも構いません。 

 SCR の記載言語は、英語または中国語のいずれかに限られます。 

 SCR は、会社登記所に届け出る必要はありません。 

 

 



 

 

罰則金 

当改正に対する違反行為は、刑法上の犯罪とみなされます。違反行為に対して、法人ならびその

責任者のすべてに対して、レベル 4（つまり、HKD25,000）の罰則金が課せられる恐れがござい

ます。さらに必要に応じて、一日あたりHKD700 の罰則金が課せられます。 
 

SCR への閲覧権を有する法令執行担当官 

法令執行によるSCR の閲覧は、マネー・ロンダリングやテロリストへの資金提供の防止、捜査、

調査に関する機能の実行を目的とし、会社登記所、税関、香港金融管理局、香港警察、移民局、

税務局、保険業管監局、廉政公署、証券及期貨事務監察委員会にその権限が与えられています。 

 

弊社サービス 

弊社では、上記の SCRの情報入手、維持、保管におきまして専門的なサポート、ならび「任命代

表者」としてのサービスも提供させていただいております。詳細におきましては、弊社の各担当

者より説明させていただきます。 

 

また、何か不明な点等がございましたら、弊社の各担当者までお気軽にお問い合わせください。 

 

以上 

 

 

 

注記：これらの情報はあくまで参考目的です。内容の正確性、完全性について我々が保証するものではあり

ません。当内容を以って何か行動を起こす場合、事前に専門家にお問い合わせください。我々は当文書の情

報を使用、又は依存することにより生じたいかなる損害も一切保証しませんので、ご了承ください。 


